
同　
　

意

同　
　

意

承　
　

認

承　
　

認

承　
　

認

承　
　

認

承　
　

認

承　
　

認

承　
　

認

承　
　

認

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

第
35
号

第
36
号

第
37
号

第
38
号

第
39
号

第
40
号

第
41
号

第
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第
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第
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第
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第
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第
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号
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号
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号
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号

一
般
会
計
補
正
予
算
な
ど
22
議
案
を
可
決

市
　
　
長
　
　
提
　
　
案

19030．7．31

審
議
し
た
議
案
の
主
な
も
の
は
次
の

と
お
り
で
す
。

市長の提案理由説明

条
　
例
　
等

　

下
水
道
事
業
の
安
定
的
な
継
続

の
た
め
、適
切
な
使
用
料
に
よ
る

収
益
の
確
保
が
必
要
と
な
る
こ
と

か
ら
、条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も

の
で
す
。

●
平
均
改
定
率　
　
　

31・２
％

●
改
定
時
期

　

 

平
成
30
年
10
月
使
用
分
か
ら

　

み
や
ぎ
蔵
王
白
石
ス
キ
ー
場
の

第
３（
旧
第
６
）リ
フ
ト
架
替
工
事

請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、条
例

の
規
定
に
基
づ
き
議
会
の
議
決
を

求
め
る
も
の
で
す
。

６
月

定
会例

６

　
　

平
成
30
年
６
月
定
例
会
は
、６
月
11
日
か
ら
６
月
21
日
ま
で
の
11
日
間
の
日
程
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

市
長
提
出
議
案
は
、人
事
２
件
、専
決
８
件
、条
例
等
９
件
、予
算
２
件
の
計
21
件
で
し
た
。

　
　

定
例
会
初
日
、第
35
号
議
案
か
ら
第
44
号
議
案
が
提
案
さ
れ
、採
決
の
結
果
、全
会
一
致
で
同
意
・
承
認

　

し
ま
し
た
。

　
　

２
日
目
、第
49
号
議
案
か
ら
第
55
号
議
案
ま
で
の
質
疑
が
行
わ
れ
、条
例
の
５
議
案
及
び
予
算
の
２
議

　

案
は
、所
管
の
常
任
委
員
会
、予
算
審
査
特
別
委
員
会
に
審
査
が
付
託
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
他
の
議
案
は
、

　

２
日
目
に
表
決
ま
で
行
わ
れ
、採
決
の
結
果
、全
会
一
致
で
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

　
　
一
般
質
問
は
、６
月
19
日
と
６
月
20
日
の
２
日
間
で
、７
名
の
議
員
が
質
問
を
行
い
ま
し
た
。

　
　

定
例
会
最
終
日（
６
月
21
日
）の
本
会
議
に
お
い
て
、 

各
委
員
長
報
告
を
行
な
っ
た
後
、 

第
49
号
議
案
及

　

び
第
50
号
議
案
に
つ
い
て
は
、反
対
及
び
賛
成
の
討
論
が
あ
り
、採
決
の
結
果
、賛
成
多
数
で
、残
る
議
案
に

　
つ
い
て
は
、全
会
一
致
で
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

　
　

ま
た
最
終
日
に
、市
長
提
出
議
案
１
件（
第
56
号
議
案
）が
追
加
提
案
さ
れ
、採
決
の
結
果
、全
会
一
致
で

　

原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

◎
白
石
市
下
水
道
条
例
の
一
部
を

　
改
正
す
る
条
例　
　
　
　
　
　

◎
白
石
市
農
業
集
落
排
水
事
業
条

　
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例　

◎
第
３（
旧
第
６
）リ
フ
ト
架
替

　
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

　
　
　
　
（
定
例
会
最
終
日
提
案
）

教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つい
て

                             

人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
つ
き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つい
て（
専
決
第
１
号
）

　
（
白
石
市
市
税
条
例
等
の一
部
を
改
正
す
る
条
例
）

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つい
て（
専
決
第
２
号
）

　
（
白
石
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の一
部
を
改
正
す
る
条
例
）

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つい
て（
専
決
第
３
号
）

　
（
白
石
市
心
身
障
害
者
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
及
び
白
石
市
母
子

　
・
父
子
家
庭
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
の一
部
を
改
正
す
る
条
例
）

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つい
て（
専
決
第
４
号
）

　
（
白
石
市
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
条
例
の一
部
を
改
正
す
る
条
例
）

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つい
て（
専
決
第
５
号
） 

　
（
白
石
市
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、設
備
及
び
運
営

　

に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
等
の一
部
を
改
正
す
る
条
例
）

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つい
て（
専
決
第
６
号
）

　
（
平
成
29
年
度
白
石
市
一
般
会
計
補
正
予
算
）

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て（
専
決
第
７
号
）

　
（
平
成
29
年
度
白
石
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
）

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つい
て（
専
決
第
８
号
）

　
（
平
成
29
年
度
白
石
市
下
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
）

白
石
市
地
域
公
共
交
通
会
議
設
置
条
例
の
全
部
を
改
正
す
る
条
例

平
成
23
年
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
災
害
被
害
者
に
対
す
る
白
石
市
税
の
減
免

に
関
す
る
条
例
の一
部
を
改
正
す
る
条
例

平
成
23
年
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
災
害
被
害
者
に
対
す
る
白
石
市
介
護

保
険
料
の
減
免
に
関
す
る
条
例
の一
部
を
改
正
す
る
条
例

白
石
市
企
業
立
地
促
進
条
例
の一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

白
石
市
下
水
道
条
例
の一
部
を
改
正
す
る
条
例

白
石
市
農
業
集
落
排
水
事
業
条
例
の一
部
を
改
正
す
る
条
例

白
石
市
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
条
例
の一
部
を
改
正
す
る
条
例

白
石
市
立
学
校
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の一
部
を
改
正
す
る
条
例

白
石
市
立
学
校
施
設
の
開
放
に
関
す
る
条
例
の一
部
を
改
正
す
る
条
例

平
成
30
年
度
白
石
市
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
１
号
）

平
成
30
年
度
白
石
市
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
１
号
）

第
３（
旧
第
６
）リ
フ
ト
架
替
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て


